
【法人向け】紙申請事業者から電子申請事業者に変更する場合のご案内

●紙申請事業者として登録された法人が電子申請事業者に変更する場合、紙申請時点で申請書類に記載された「法人番号」と、管
理業者登録後に事業者が取得したGビズID に付随する「法人番号」の紐付けを行います。
※事業者が紙申請時に記載された法人番号等の申請情報は、管理業者登録時に、国にて電子申請システムへ反映済み

●法人の場合、電子申請システム内のメニューにある「GビズID紐付申請」の作成を行っていただく必要はなく、GビズIDを取得された
時点で、自動（シームレス）で「法人番号」と紐付けられますので、電子申請システムにおいて特別な設定等は不要です。

電子申請システムの画面
（紙申請の情報は関東地整で入力）

紙申請書の記載項目
（事業者にて記載）

法人番号にて自動的に紐づけられる

Gビズの情報（イメージ）

電子申請システムの画面

●法人の場合、この設定作業は不要

●「gBizID紐付申請の作成」は個人
事業主が対象の作業です。


